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フランスの任意捜査

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
起
訴
前
の
強
制
処
分
は
原
則
と
し
て
予
審
判
事
の
専
権
で
あ
り
、
司
法
警
察
職
員
は
、
現
行
犯
以
外
の
事
件
の
捜

査
は
任
意
処
分
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
任
意
処
分
の
定
義
は
国
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
任
意

処
分
の
射
程
範
囲
も
わ
が
国
と
全
く
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
警
察
官
は
任
意
処

（
２
）
法
氾
条
Ｉ
出
頭
義
務

（
３
）
普
通
法
適
用
除
外
規
定

む
す
び
に
か
え
て

は
じ
め
に

三
、
予
備
捜
査
に
お
け
る
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
の
影
響

は
じ
め
に

一
、
予
備
捜
査
に
お
け
る
任
意
性
原
則
ｌ
治
罪
法
か
ら
現
行
刑
事
訴
訟
法
ま
で
Ｉ

二
、
改
正
に
よ
る
強
制
的
要
素
の
強
化

（
１
）
１
９
５
９
年
当
初
の
予
備
捜
査

フ
ラ
ン
ス
の
任
意
捜
査

（
１
）
法
乃
条
ｌ
捜
索

（
３
）
関
係
者
の

（
４
）
出
頭
強
制

（
２
）
捜
索
・
差
押
え
・
住
居
へ
の
立
ち
入
り

（
３
）
関
係
者
の
取
調
べ

佐
藤
美
樹

1



分
し
か
捜
査
手
段
を
も
た
な
い
と
い
っ
て
も
、
わ
が
国
の
任
意
捜
査
概
念
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
フ

ラ
ン
ス
の
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
司
法
警
察
官
は
検
察
官
、
予
審
判
事
な
ど
の
司
法
官
に
よ
り
権
限
の
委
譲
を
受
け
な
け
れ
ば
捜
査
活
動

で
き
な
い
と
き
れ
る
。
こ
れ
は
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
の
特
徴
で
あ
り
、
裁
判
官
・
検
察
官
・
警
察
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
お
互
い
に
監
督
し
あ
い
、
権
利
の
濫
用
が
お
き
に
く
い
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
数
年
お
き
に
繰
り
返
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
改
正
を
み
る
と
、
警
察
官
独
自
の
捜
査
権
限
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
１
９
５
９
年
の
刑
事
訴
訟
法
典
施
行
当
時
に
み
ら
れ
た
三
者
の
手
続
が
整
然
と
区
分
さ
れ
て
い
た
手
続
の
様

相
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
き
た
よ
う
に
も
感
じ
る
。

そ
こ
で
、
警
察
官
が
捜
査
の
主
体
で
あ
る
予
備
捜
査
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
か
、
実
務
で
の
運
用
状
況
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
任
意
捜
査
の
あ
り
方
・
考
え
方
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
か
ら
、
改
正
を
重
ね
、
複
雑
化
し
た
フ
ラ
ン
ス
刑

事
捜
査
手
続
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
警
察
捜
査
段
階
の
手
続
を
調
べ
た
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
現
行
刑

事
訴
訟
法
以
前
に
、
わ
が
国
の
刑
事
手
続
に
影
響
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
法
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
昭
和
五
一
年
三
月
一
六
日
最
高
裁
決

定
（
刑
集
三
○
巻
一
一
号
一
八
七
頁
）
以
来
、
一
定
の
枠
組
み
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
が
国
の
任
意
捜
査
を
再
検
討
す
る
何
ら
か
の

き
っ
か
け
が
欲
し
い
と
考
え
て
い
た
。
以
上
が
、
本
稿
を
書
こ
う
と
し
た
理
由
で
あ
る
。

予
備
捜
査
（
］
》
①
已
三
＠
頁
］
】
目
三
円
の
）
と
は
、
予
審
判
事
に
よ
る
事
件
受
理
、
ま
た
は
、
公
訴
提
起
に
先
立
っ
て
、
司
法
警
察
官
・

警
察
職
員
が
検
察
官
の
指
示
に
基
づ
き
、
ま
た
は
職
権
で
行
う
犯
罪
証
拠
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
活
動
を
指
す
。
１
９
５
９
年
施
行
の

現
行
刑
事
訴
訟
法
典
（
、
。
□
・
□
の
宮
。
ｓ
呂
局
忌
邑
。
、
以
下
、
法
）
に
お
い
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
、
非
公
式

、
予
備
捜
査
に
お
け
る
任
意
性
原
則
ｌ
治
罪
法
か
ら
現
行
刑
事
訴
訟
法
ま
で

２



フランスの任意捜査

（
５
）

す
る
と
す
る
。

ブ
ロ
ン
デ
の
説
明
に
よ
る
と
、
右
デ
ク
レ
は
憲
兵
の
い
わ
ゆ
る
組
織
法
で
あ
る
が
、
憲
兵
の
主
要
な
職
務
の
一
つ
が
司
法
警
察
と
し

て
の
任
務
で
あ
り
、
管
轄
が
異
な
る
だ
け
で
職
務
内
容
は
警
察
と
変
わ
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
警
察
も
犯
罪
に
対
す
る

証
拠
収
集
が
可
能
で
あ
り
、
検
察
官
に
報
告
す
る
た
め
に
は
調
べ
た
内
容
を
調
書
に
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の

他
の
理
由
と
し
て
は
、
検
察
官
が
起
訴
・
不
起
訴
を
決
定
す
る
犯
罪
は
現
行
犯
の
事
件
だ
け
で
は
な
い
こ
と
、
予
審
係
属
を
決
定
す
る

予
審
判
事
に
捜
査
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
起
訴
決
定
を
行
う
検
察
官
に
何
ら
調
査
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
は
均
衡
を
失

（
４
）

法
と
な
、
リ
え
る
と
述
べ
て
い
る
。

捜
査
（
『
①
三
局
［
①
・
罰
○
三
ｍ
の
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

い
わ
ゆ
る
警
察
段
階
の
捜
査
は
現
行
犯
に
よ
る
場
合
の
捜
査
（
法
田
条
か
ら
測
条
）
と
予
備
捜
査
（
法
乃
条
か
ら
乃
条
）
の
２
種
類

が
あ
る
。
強
制
処
分
を
用
い
て
も
よ
い
現
行
犯
事
件
の
捜
査
に
対
し
て
、
予
備
捜
査
は
任
意
処
分
で
あ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
検
察
官
や
予
審
判
事
な
ど
の
司
法
官
以
外
の
警
察
官
に
よ
る
捜
査
行
為
が
刑
事
手
続
上
の
捜
査
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
と

な
っ
た
の
は
四
世
紀
の
終
わ
り
で
あ
り
、
警
察
が
参
考
人
か
ら
聴
取
し
、
そ
の
供
述
を
調
書
に
記
載
し
た
行
為
が
予
審
判
事
や
検
察
官

（
１
）

と
同
様
の
捜
査
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
、
破
穀
院
が
適
法
性
を
詞
恥
め
た
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。

１
８
０
８
年
施
行
の
治
罪
法
（
Ｃ
・
ロ
の
己
昌
目
昌
・
ロ
＆
己
己
の
一
］
の
）
に
は
、
警
察
の
捜
査
に
関
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
学
者
間

（
２
）

で
も
争
い
が
あ
っ
た
。
フ
ォ
シ
ュ
タ
ン
・
エ
リ
ー
は
、
警
察
の
捜
査
行
為
は
違
法
（
】
］
寂
、
四
一
）
で
あ
る
と
主
張
し
、
ル
ネ
・
ガ
ロ
ー
は
、

治
罪
法
に
警
察
捜
査
の
規
定
が
な
い
以
上
、
法
手
続
に
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
警
察
捜
査
は
、
超
法
規
的
な
（
の
〆
‐

（
３
）

弓
忌
、
鱒
］
）
行
為
と
い
え
よ
う
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
に
対
し
、
後
に
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ン
デ
は
、
「
憲
兵
（
、
＠
＆
日
日
＆
。
）
の
組
織

と
職
務
に
関
す
る
デ
ク
レ
（
１
８
５
４
年
お
よ
び
１
９
０
３
年
）
」
等
の
法
規
定
に
根
拠
を
求
め
れ
ば
、
警
察
に
よ
る
捜
査
行
為
も
適

し
か
し
、
治
罪
法
下
で
行
わ
れ
て
い
た
警
察
捜
査
は
、
証
人
や
容
疑
者
の
取
調
べ
、
住
居
の
捜
索
、
容
疑
者
の
身
体
の
拘
束
な
ど
に
３



わ
た
っ
て
い
た
。
原
則
は
任
意
で
あ
り
、
被
処
分
者
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
行
え
な
い
た
め
、
例
え
ば
、
関
係
者
の
取
調
べ
に
お
い
て
は
、

被
処
分
者
が
取
調
べ
に
応
じ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
、
警
察
は
な
す
べ
き
手
段
を
も
た
な
か
っ
た
。
被
処
分
者
が
任
意
に
供
述
し
た

（
６
）

場
〈
ロ
は
、
そ
の
供
述
は
調
書
に
と
ら
れ
公
判
で
被
告
人
に
不
利
な
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら

に
住
居
の
捜
索
・
見
分
に
つ
い
て
も
、
予
審
判
事
あ
る
い
は
現
行
犯
に
よ
る
場
合
し
か
許
さ
れ
な
い
が
、
居
住
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
行
っ

て
も
い
い
と
さ
れ
、
居
住
者
の
承
諾
は
推
定
的
同
意
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
た
。
「
ｚ
の
白
。
。
①
ロ
の
①
目
】
巴
・
目
①
］
①
、
の
白
’
何
人
も
法
を

知
ら
ざ
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
ず
」
の
原
則
の
も
と
、
途
中
で
居
住
者
の
気
持
ち
が
変
わ
っ
て
家
の
中
に
入
ら
れ
る
の
が
嫌
に
な
っ
た

場
合
、
そ
の
承
諾
を
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
し
、
撤
回
さ
れ
れ
ば
警
察
官
は
直
ち
に
そ
こ
か
ら
立
ち
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

（
７
）

の
こ
と
も
居
住
者
に
最
初
に
説
明
す
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
た
。

身
体
の
拘
束
も
、
現
行
犯
の
場
合
あ
る
い
は
予
審
判
事
の
令
状
に
基
づ
く
場
合
に
し
か
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
捜
査

官
は
、
対
象
者
へ
の
質
問
の
結
果
、
対
象
者
が
そ
の
挙
動
や
証
跡
か
ら
犯
罪
を
犯
し
た
可
能
性
が
高
い
人
物
で
あ
る
と
の
嫌
疑
を
抱
い

た
場
合
、
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
対
象
者
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
に
祷
踏
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
任
意
処

分
と
し
て
許
さ
れ
る
範
囲
の
身
体
の
拘
束
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
必
要
性
が
認
め
ら
れ
、
捜
査
官
の
経
験
則
上
必
要
と
考

（
８
）

え
ら
れ
れ
ば
対
象
者
を
拘
束
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
警
察
留
置
が
、
少
年
事
件
で
取
り
入
れ
ら
れ
た

（
９
）

後
、
予
備
捜
査
と
し
て
、
正
式
に
、
１
９
５
９
年
の
刑
事
訴
訟
法
乃
条
か
ら
氾
条
に
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

法
的
根
拠
を
も
た
な
か
っ
た
非
公
式
捜
査
が
、
現
行
犯
手
続
と
予
審
手
続
の
す
き
間
か
ら
生
ま
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

（
Ⅲ
）

る
。
今
日
に
お
い
て
、
乃
条
か
ら
沼
条
の
予
備
捜
査
は
検
察
官
の
捜
査
活
動
に
と
っ
て
も
必
要
な
捜
査
手
段
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
警
察
捜
査
段
階
に
お
い
て
は
、
強
制
力
を
行
使
し
な
い
と
い
う
治
罪
法
か
ら
受
け
継
い
だ
精
神
は
、
刑
事
訴
訟
法

に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
お
り
、
た
と
え
、
こ
の
精
神
が
、
一
九
五
九
年
の
現
行
法
施
行
時
か
ら
す
で
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
風
潮
は
認
め

（
ｕ
）

ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、
予
備
捜
査
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
。

４



フランスの任意捜査

二
、
改
正
に
よ
る
強
制
的
要
素
の
強
化

（
ｕ
）
｛
‐
ト
・
ト
、
目
・
再
卜
２
月
Ｒ
：
８
句
員
「
群
ミ
ミ
『
胃
群
島
｛
・
§
倉
骨
、
融
へ
コ
ミ
ョ
ミ
『
砧
・
ミ
．
＆
〉
鳶
ミ
、
ミ
烏
百
ｓ
ミ
ミ
ミ
ご
再
⑮
ミ
『
、
§
倉
鷲
亘
ご
冒
函
『
§
Ｒ
Ｓ
§
倉
罵
、
慰
辱
ミ
ー

再
ミ
ミ
＆
『
＆

（
１
）
ｎ
百
旨
。
ｏ
コ
ミ
。
い
い
旨
ミ
・
』
由
Ｃ
○
恥
Ｃ
、
｛
ｍ
ｂ
Ｐ
」
》
、
．
ヘ
ム
Ｃ
・

（
２
）
、
富
ミ
ヨ
罵
言
目
）
員
尽
烏
二
冒
冒
Ｑ
ミ
ミ
ミ
ヨ
、
一
一
回
、
負
』
ご
・
｛
ミ
鳥
目
・
貝
菖
・
｝
｛
量
・
エ
リ
ー
は
、
治
罪
法
灯
条
及
び
別
条
は
、
予
審
判
事
に
捜
査
権
限
を
独
占
さ

せ
て
い
る
こ
と
、
法
案
段
階
で
は
、
検
察
官
に
、
現
行
犯
事
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
収
集
や
被
疑
者
の
犯
人
確
認
、
そ
れ
ら
の
調
書
化
と
い
う
手
続
を
行
う
権
限
を

付
与
す
る
規
定
が
存
在
し
た
が
、
一
八
○
八
年
に
コ
ン
セ
イ
ュ
デ
タ
で
却
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
警
察
捜
査
の
違
法
性
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。

（
３
）
記
・
国
、
Ｑ
Ｓ
『
ロ
量
且
曰
〉
員
忌
暮
、
○
コ
。
鳥
⑯
「
百
日
「
己
馬
ミ
ヨ
ミ
ミ
ミ
ご
苫
の
ユ
ミ
ヨ
ミ
」
句
国
鳥
官
ご
尽
冥
ミ
砧
、
§
巳
⑮
亨
山
、
、
へ
｛
》
い
く
Ｃ
言
ミ
四
一
・
宍
冨
・
『
彊
國
．

（
４
）
貢
四
・
畳
貝
ト
ロ
｛
舟
巳
葛
烏
「
§
＆
息
『
Ｑ
ミ
ミ
句
冒
③
」
〔
】
、
。
Ｂ
団
．
（
同
出
．

（
５
）
罠
画
一
・
員
貝
ト
ロ
へ
舟
巳
意
烏
一
〕
⑮
菖
息
忌
昌
ご
自
尽
】
冒
只

（
６
）
〔
ご
目
・
の
ゴ
ミ
・
》
ヘ
ミ
ミ
・
』
印
山
口
恥
Ｃ
、
『
、
ｑ
い
」
．
、
・
ｗ
ｂ
ｍ
》
（
）
画
目
・
の
ユ
ミ
．
．
』
い
］
呵
目
」
画
ｍ
ｕ
ｍ
Ｄ
、
』
由
由
吻
．
』
）
、
・
へ
凶
山
．
ｎ
回
目
。
。
｛
ミ
・
》
山
山
ミ
ミ
閨
』
Ｃ
｛
』
叱
國
員
（
○
（
ミ
・
『
Ｃ
」
「
『
詞
・
」
『
Ｐ

Ｓ
目
・
○
冒
・
》
＆
蔵
冒
』
Ｃ
巳
知
Ｑ
Ｒ
・
弔
頁
』
Ｂ
』
》
山
》
、
．
『
ａ
》
、
冨
図
．
ｎ
．
言
・
》
』
囚
冒
冒
』
Ｃ
ご
出
昌
一
・
○
首
．
』
＆
Ｐ
高
。
目
．

（
７
）
（
ｕ
ロ
旨
・
●
『
（
ミ
・
》
Ｃ
旦
肝
・
』
ｂ
』
○
殉
国
昌
一
・
の
『
（
ミ
・
一
℃
」
○
旨
・
・
ｓ
ｂ
．
Ｑ
冨
圀
・
ロ
コ
ミ
．
．
』
山
ミ
ミ
」
Ｂ
四
％
Ｃ
、
」
Ｃ
い
へ
）
』
．
、
．
』
昼
．
、
再
冒
・
の
ユ
ミ
．
．
◎
」
昌
一
｛
・
｛
Ｄ
Ｊ
四
ｍ
□
・
』
□
ｑ
《
》
」
ミ
身
頁
わ
』
』
Ｐ

、
『
目
・
の
「
一
貫
・
ロ
旨
ミ
・
｛
ｂ
ｕ
ｗ
牝
Ｃ
・
』
Ｃ
ｍ
へ
『
盲
。
旨
『
．
、
。
』
』
Ｐ
、
百
旨
・
の
「
ご
冨
・
》
一
℃
｛
昌
一
一
・
』
□
い
『
殉
、
□
、
ｏ
」
Ｃ
ｕ
司
員
』
Ｃ
い
い
ｑ
・

（
８
）
｝
（
四
目
烏
（
、
２
℃
○
号
○
ご
菌
鳥
、
。
｛
一
息
国
鳥
一
国
函
§
§
ご
蔦
１
②
白
罠
８
ミ
笥
烏
｛
》
§
Ｑ
息
【
句
、
ぷ
ヘ
ョ
ミ
コ
ミ
一
雨
．
、
、
、
Ｑ
』
ｂ
ｕ
９
（
□
』
一
・

（
９
）
少
年
に
関
す
る
１
９
４
５
年
２
月
２
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
８
条
を
改
正
し
た
１
９
５
１
年
５
月
型
日
法
を
経
て
、
１
９
５
９
年
の
刑
事
訴
訟
法
而
条
に
至
っ
た
。

（
Ⅲ
）
｛
‐
ト
・
ト
§
ョ
・
コ
ト
２
回
目
Ｒ
目
８
⑮
ミ
「
瀞
⑯
ミ
ミ
『
冒
瀞
烏
｛
》
日
程
鷲
、
副
』
『
ミ
ヨ
ミ
『
砧
。
ミ
ベ
ョ
》
鳶
ミ
⑩
ミ
烏
百
ｓ
ミ
ヨ
ら
§
ョ
§
ミ
目
倉
骨
只
ミ
ヨ
ロ
四
目
Ｒ
Ｑ
目
倉
鷲
自
警
ミ
ー

（
１
）
１
９
５
９
年
当
初
の
予
備
捜
査

再
昌
Ｒ
Ｃ
詩
、
§
・
山
○
○
輿
、
ミ
ミ
阿
山
』
》
、
．
」
⑭
．

５



刑
事
訴
訟
法
の
施
行
に
よ
り
予
備
捜
査
が
明
文
化
さ
れ
た
。
当
初
は
強
制
処
分
で
は
な
い
と
い
う
特
徴
が
明
白
に
み
え
た
が
、
幾
度

も
の
改
正
を
経
て
、
別
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
次
第
に
こ
の
特
徴
は
薄
れ
て
い
っ
た
。
刑
訴
法
の
法
規
定
か
ら
し
て
も
、
強
制
処
分
性

が
現
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
く
な
っ
た
。
例
え
ば
法
刀
条
１
項
は
、
１
９
５
９
年
当
時
「
捜
査
の
必
要
の
た
め
、
司
法
警
察
職
員
は
、

趾
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、
人
を
引
き
と
め
て
も
よ
い
。
被
処
分
者
は
、
別
時
間
が
経
過
す
る
前
に
、
検
事
正
の
も
と
に
連
れ
て
い
か
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
同
条
項
が
、
１
９
９
３
年
１
月
８
日
お
よ
び
８
月
型
日
法
に
よ
り
「
司
法
警
察
員
は
、

捜
査
の
必
要
の
た
め
、
犯
罪
を
犯
し
又
は
犯
そ
う
と
し
た
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
徴
表
が
存
在
す
る
者
を
警
察
留
置
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
司
法
警
察
員
は
、
可
及
的
速
や
か
に
、
警
察
留
置
の
事
実
を
検
事
正
に
報
告
す
る
。
警
察
留
置
き
れ
た
者
は
、
Ⅲ
時
間
を
超
え
て

拘
束
さ
れ
な
い
。
」
と
改
正
さ
れ
、
「
警
察
が
（
被
処
分
者
の
）
身
体
を
拘
束
す
る
」
と
い
う
記
載
部
分
に
つ
い
て
、
］
》
・
餅
・
】
①
二
・
つ
。
｝
】
８

］
目
ご
巴
忌
（
以
下
、
Ｏ
Ｐ
Ｊ
）
①
の
国
白
①
忌
胃
①
〔
の
已
禺
か
ら
○
勺
］
己
の
貝
、
日
ロ
①
Ｒ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
者
で
は
、

被
処
分
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
留
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
で
は
、
被
処
分
者
の
意
思
に
無
関
係
に
身
柄
を

拘
束
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
予
備
捜
査
に
お
け
る
警
察
官
の
権
能
が
明
確
に
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
１
９
９
３
年
以
降
、
法
而
条

１
項
を
任
意
捜
査
と
称
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
治
罪
法
下
で
行
わ
れ
て
い
た
非
公
式
捜
査
と
は
急
速
に
乖
離
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
捜
索
・
差
押
え
ｑ
住
居
へ
の
立
ち
入
り

法
乃
条
は
、
１
９
５
９
年
以
来
２
０
０
４
年
ま
で
、
「
捜
索
、
住
居
へ
の
立
入
り
お
よ
び
証
拠
物
の
押
収
は
、
そ
の
処
置
を
受
け
る

者
の
明
示
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
「
前
項
の
同
意
は
、
関
係
者
の
自
書
し
た
書
面
に
よ
る
申
立
て
を

も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
が
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
同
意
を
調
書
に
記
載
す
る
。
」

と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
治
罪
法
下
で
の
非
公
式
捜
査
と
同
様
に
一
九
五
九
年
制
定
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
、
被
処
分
者
の
承
諾

が
な
く
て
は
、
捜
査
官
は
私
的
領
域
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
務
上
、
承
諾
の
内
容
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き

６
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呼
ぶ
の
は
難
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

（
皿
）

さ
ら
に
、
２
０
０
４
年
３
月
９
日
法
Ｉ
Ｆ
・
】
宅
の
『
す
①
ご
ロ
（
以
下
、
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
）
ｌ
に
よ
っ
て
、
右
記
の
一
一
つ
の
条
文
に
新
た
な

規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
規
定
は
、
す
で
に
２
０
０
１
年
ｎ
月
咀
日
法
に
よ
り
、
法
乃
１
１
条
に

定
め
ら
れ
た
武
器
・
薬
物
に
関
す
る
犯
罪
の
た
め
の
捜
索
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
が
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
よ
り
、
法
乃
条

３
項
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

て
お
り
、
か
っ
て
可
能
だ
っ
た
承
諾
の
取
消
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
い
っ
た
ん
居
住
者
が
承
諾
す
れ
ば
、
そ
の
後
居
住
者
の
意
思

と
は
関
係
な
く
、
捜
索
や
証
拠
収
集
は
続
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
務
運
用
に
お
い
て
は
も
は
や
任
意
処
分
と
は

短
期
５
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
あ
た
る
重
罪
・
軽
罪
に
つ
い
て
の
捜
査
の
必
要
性
が
あ
る
と
き
は
、
大
審
裁
判
所
の
自
由
と
勾
留
判

（
皿
）

事
（
］
①
］
ロ
、
①
Ｑ
ｏ
ニ
ウ
①
急
：
こ
の
］
四
口
の
［
の
三
・
口
、
以
下
Ｊ
Ｌ
Ｄ
）
は
、
検
事
正
の
請
求
に
よ
り
、
書
面
及
び
理
由
の
付
し
た
決
定
に

よ
り
、
対
象
と
さ
れ
る
住
居
の
居
住
者
の
同
意
な
く
、
本
条
項
に
定
め
ら
れ
た
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｊ
Ｌ
Ｄ
は
、
本
条
項

の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
証
拠
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
の
罪
名
決
定
を
行
う
。
こ
の
決
定
は
、
こ
の
処
分

の
必
要
性
を
正
当
化
す
る
事
実
的
要
素
と
法
的
要
素
に
よ
り
理
由
を
付
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
手
続
に
反
し
た
場
合
は
、
無
効
の
制

裁
が
科
さ
れ
る
。
本
条
項
の
処
分
は
、
司
法
官
の
監
督
下
で
行
わ
れ
る
。
司
法
官
は
処
分
の
許
可
及
び
法
を
遵
守
し
な
が
ら
場
所
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
条
項
の
処
分
は
、
Ｊ
Ｌ
Ｄ
の
決
定
の
対
象
で
あ
る
犯
罪
の
た
め
に
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ

に
反
し
た
場
合
、
無
効
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
。
本
条
項
の
処
分
に
よ
り
、
決
定
の
対
象
と
な
ら
な
い
犯
罪
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た

場
合
は
、
手
続
行
為
の
無
効
原
因
に
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
よ
り
、
検
察
官
は
、
捜
索
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
Ｊ
Ｌ
Ｄ
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
処
分
者
の
承
諾
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

７

乃
条
３
項



二
つ
目
は
、
警
察
留
置
の
結
果
、
検
察
官
は
被
処
分
者
の
引
致
を
警
察
官
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
、
警
察
官
は
こ
こ
で
も
強
制
力
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
１
９
９
３
年
法
ま
で
は
、
容
疑
者
、
証
人
は
区
別
な
く
同
じ
行
為
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
証
人

で
あ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
強
制
力
が
も
ち
い
ら
れ
た
。
１
９
９
３
年
法
で
初
め
て
、
証
人
と
容
疑
者
の
区
別
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
予
備
捜
査
の
対
象
は
被
疑
者
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
法
而
条
１
項
に
「
犯
罪
を
犯
し
又
は
犯
そ
う
と

（
３
）
関
係
者
の
取
調
べ

証
人
（
試
曰
・
曰
）
、
容
疑
者
（
の
巨
邑
①
。
（
）
な
ど
犯
罪
に
関
係
が
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
者
を
呼
び
出
し
、
事
情
を
聴
取
し
た
り
、
取
調

べ
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
お
い
て
も
治
罪
法
と
同
様
、
任
意
で
し
か
許
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、

呼
び
出
し
の
対
象
者
が
拒
否
し
た
場
合
は
、
警
察
官
は
採
る
べ
き
手
段
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
乃
条
に
よ
り
現
行
犯
の
場
合

の
み
警
察
官
の
も
と
に
引
致
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
証
人
、
容
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
た
り
、
事
情
を
聴
取

し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
１
９
９
３
年
１
月
４
日
法
（
以
下
、
１
９
９
３
年
法
）
に
よ
り
法
刀
条
が
改
正
さ
れ
、

警
察
に
よ
る
身
柄
拘
束
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
関
係
者
の
事
情
聴
取
も
実
効
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

１
９
９
３
年
法
以
前
に
お
い
て
も
、
参
考
人
等
の
取
調
べ
に
関
し
て
、
一
切
の
強
制
力
が
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

次
に
記
す
二
つ
の
場
面
で
警
察
官
も
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
対
象
者
が
、
い
っ
た
ん
警
察

官
の
前
に
出
向
く
こ
と
に
承
諾
し
、
任
意
に
警
察
署
を
訪
れ
た
者
の
う
ち
、
警
察
留
置
の
要
件
を
満
た
す
者
に
限
り
身
柄
を
拘
束
す
る

（
ｕ
）

こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
強
制
力
の
行
使
は
、
起
訴
・
不
起
訴
の
責
任
を
負
う
検
事
正
が
起
訴
を
理
由
付
け
る

供
述
証
拠
を
対
象
者
か
ら
得
る
た
め
に
、
警
察
官
に
対
し
対
象
者
の
身
柄
を
引
き
止
め
る
た
め
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て

司
法
警
察
職
員
を
は
じ
め
と
す
る
捜
査
官
が
住
居
の
捜
索
、
証
拠
収
集
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

（
巧
）

い
う
Ｃ
Ｏ

８
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査
の
違
い
が
な
く
な
っ
た
。

し
た
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
徴
表
（
旨
ｓ
ｏ
①
）
が
存
在
す
る
者
」
と
い
う
要
件
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
出
頭
強
制

１
９
９
３
年
法
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
手
続
で
あ
る
。
治
罪
法
下
の
実
務
・
判
例
か
ら
出
発
し
た
手
続
で
は
な
い
点
で
、
今
ま

で
み
て
き
た
予
備
捜
査
と
は
一
線
を
画
す
る
。
法
祀
条
１
項
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
「
捜
査
の
必
要
の
た
め
、
司
法
警
察
員
に

よ
っ
て
呼
び
出
し
を
受
け
た
者
は
、
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
が
出
頭
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
検
事
正

に
報
告
す
る
。
そ
の
場
合
、
検
事
正
は
、
警
察
力
を
も
っ
て
そ
の
出
頭
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
れ
は
、
現
行
犯
逮
捕
さ
れ

た
者
を
呼
び
出
す
手
続
を
定
め
た
法
田
条
２
項
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
行
犯
事
件
の
手
続
と
予
備
捜

予
備
捜
査
を
性
格
づ
け
て
い
た
任
意
性
の
原
則
は
も
は
や
予
備
捜
査
特
有
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
民
の
権
利
意
識

の
希
薄
化
、
新
た
な
犯
罪
者
組
織
の
台
頭
に
対
す
る
危
機
感
、
科
学
的
捜
査
方
法
の
利
用
頻
度
の
増
大
か
ら
、
任
意
手
段
と
し
て
は
目

（
蛆
）

に
見
え
る
効
果
が
期
待
で
き
な
い
予
備
捜
査
の
改
革
を
求
め
る
声
が
一
局
ま
っ
て
き
た
と
理
由
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
皿
）
べ
Ⅶ

あ
る
。

（
Ⅲ
）
二
（

下
。

（
ｕ
）
｛
‐
ト
・
庶
菖
・
富
）
侍
閏
己
身
・
弓
ご
冒
笥
ロ
ミ
｛
：
冒
烏
ミ
⑮
ミ
昌
沼
己
目
旨
句
骨
旨
省
円
司
口
山
９
９
，
・
配
閂

（
胆
）
（
‐
ト
・
馬
冒
：
ト
⑮
冒
骨
円
冒
８
の
ミ
再
雰
巴
（
ミ
ミ
勾
群
烏
へ
》
§
倉
鷲
、
型
（
ミ
ョ
ミ
愚
・
ミ
》
＆
戴
尽
ミ
ミ
烏
一
色
＆
旨
冒
Ｑ
§
⑯
ミ
馬
、
菖
眞
鷲
号
音
、
冒
胃
：
『
§
＆
息
『
⑯
ロ
ミ
ミ
ー

二
○
○
○
年
六
月
五
日
法
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
勾
留
決
定
を
行
う
裁
判
官
。
詳
し
く
は
、
白
取
祐
司
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
つ
い
て
（
１
）
（
２
）
（
３
）

（
４
。
完
）
現
代
刑
事
法
羽
号
（
２
０
０
１
）
巧
頁
以
下
、
同
汀
号
（
２
０
０
１
）
卯
頁
以
下
、
同
訂
号
（
２
０
０
２
）
硲
頁
以
下
、
同
妃
号
（
２
０
０
３
）
万
頁
以

ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
関
す
る
論
文
と
し
て
は
、
末
道
康
之
「
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
の
動
向
Ｉ
Ｆ
・
弓
３
８
目
」
南
山
法
学
羽
巻
２
号
（
２
０
０
６
年
）
１
２
３
頁
以
下
が

９



（
２
）
法
乃
条
－
出
頭
義
務

ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
よ
り
、
１
９
９
３
年
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
氾
条
１
項
は
さ
ら
に
改
正
さ
れ
、
「
検
事
正
は
、
司
法
警
察
員
に

よ
る
呼
び
出
し
に
応
じ
な
か
っ
た
者
、
あ
る
い
は
呼
び
出
し
を
受
け
た
の
に
応
じ
な
い
可
能
性
が
あ
る
者
に
対
し
て
も
出
頭
義
務
を
科

す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
司
法
警
察
員
よ
り
呼
び
出
し
通
知
が
送
ら
れ
た
以
上
、
対
象
者
が
証
拠
の
隠
滅
を

（
１
）
法
乃
条
ｌ
捜
索

法
乃
条
の
捜
索
．
差
押
は
、
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
に
よ
っ
て
、
祀
条
に
３
項
、
４
項
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

武
器
、
薬
物
に
限
定
さ
れ
て
い
た
警
察
捜
査
段
階
の
捜
索
を
、
短
期
五
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
該
当
す
る
犯
罪
に
対
象
を
広
げ
た
と
い

（
Ⅳ
）

う
点
で
は
、
強
制
処
分
性
が
強
化
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

組
織
的
犯
罪
お
よ
び
犯
罪
者
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
規
定
を
定
め
た
法
律
と
し
て
注
目
さ
れ
た
２
０
０
４
年
３
月
９
日
法
、
い

わ
ゆ
る
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
で
あ
る
が
、
刑
事
訴
訟
法
全
般
に
関
す
る
改
正
、
そ
し
て
予
備
捜
査
の
強
制
処
分
性
を
強
化
さ
せ
た
こ
と
も
特

筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
が
そ
れ
ま
で
の
改
正
を
超
え
て
、
予
備
捜
査
を
ど
の
よ
う
に
強
制
処
分
化
さ
せ
た

の
か
考
察
し
た
い
。

三
、
予
備
捜
査
に
お
け
る
ベ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
の
影
響

●

弓負ミペ）苞、。｛Ｃ・

（
蛆
）
｛
‐
ト
・
旧
§
弓
）
こ
ご
貝
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フランスの任意捜査
は
か
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
根
拠
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
法
万
１
１
条
は
「
重
罪
あ
る
い
は
、
３
年
以
上
の
拘
禁
刑
が
科
さ
れ
る
軽
罪
事
件
に
つ
い
て
、
犯
罪
に
関
与
し
た
嫌
疑
を
受

け
て
い
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
勾
引
状
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
た
。
こ
の
規
定
も
、
現
行
犯
事
件
で
同
様
の
規
定
が

あ
る
（
法
ｎ
条
）
。
勾
引
状
が
発
さ
れ
る
と
、
被
処
分
者
は
名
簿
に
氏
名
が
記
載
さ
れ
、
容
疑
者
と
し
て
警
察
留
置
さ
れ
る
こ
と
を
許

す
効
果
も
あ
る
。

（
３
）
普
通
法
適
用
除
外
規
定

２
０
０
０
年
ｎ
月
咀
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
承
認
さ
れ
た
組
織
犯
罪
に
関
す
る
パ
レ
ル
ム
条
約
を
契
機
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法

府
は
組
織
犯
罪
に
関
す
る
特
別
規
定
の
起
草
を
開
始
し
た
。
す
で
に
、
別
世
紀
末
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
犯
罪
組
織
に
よ
る
テ
ロ
行
為

や
薬
物
の
不
正
売
買
な
ど
が
社
会
問
題
化
し
て
お
り
、
１
９
８
６
年
９
月
９
日
法
お
よ
び
１
９
９
２
年
皿
月
咀
日
法
（
以
下
、
１
９
９
２

年
法
）
に
よ
り
、
「
テ
ロ
行
為
の
訴
追
、
予
審
及
び
裁
判
」
が
法
７
０
６
１
陥
条
以
下
、
１
９
９
２
年
法
に
よ
り
「
麻
薬
取
引
に
関
す

る
犯
罪
の
訴
追
、
予
審
及
び
裁
判
」
が
法
７
０
６
１
肥
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
ベ
ン
Ⅱ
法
は
、
こ
れ
ら
に
改
正

を
加
え
、
さ
ら
に
、
法
７
０
６
１
乃
条
以
下
に
「
組
織
犯
罪
に
関
す
る
手
続
規
定
」
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
予

備
捜
査
は
さ
ら
に
強
制
処
分
性
が
高
め
ら
れ
て
い
る
。
法
７
０
６
１
帥
条
で
は
、
検
事
正
の
請
求
に
基
づ
き
Ｊ
Ｌ
Ｄ
は
、
捜
索
、
住
居

へ
の
立
ち
入
り
、
証
拠
物
の
押
収
を
夜
間
に
も
遂
行
す
る
こ
と
を
司
法
警
察
員
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
７
０
６

－
別
条
で
は
、
警
察
官
に
組
織
犯
罪
に
関
与
し
て
い
る
者
の
監
視
を
認
め
、
検
事
正
の
許
可
を
受
け
な
く
て
も
、
警
察
主
導
で
行
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。
法
７
０
６
－
妬
条
は
、
組
織
犯
罪
に
関
す
る
者
に
対
し
て
は
、
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ｌ
Ｄ
の
許
可
が
あ
れ

ば
、
警
察
官
自
ら
が
通
信
傍
受
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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考
え
て
い
る
。

』「ノｏ 治
罪
法
か
ら
現
在
ま
で
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
警
察
捜
査
を
考
察
し
て
き
た
。
警
察
官
が
少
し
ず
つ
捜
査
で
き
る
領
域
を
増
や
し
て
い
っ

た
状
況
が
把
握
で
き
た
と
同
時
に
、
検
察
官
に
も
捜
査
権
限
が
付
与
さ
れ
て
き
た
理
由
も
理
解
で
き
た
。
一
方
当
事
者
で
あ
る
検
察
官

に
対
し
、
捜
査
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
檮
踏
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
わ
が
国

の
任
意
捜
査
の
概
念
か
ら
み
る
と
、
強
制
処
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
行
為
も
予
備
捜
査
に
含
め
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
・

警
察
・
検
察
に
対
し
て
、
現
行
犯
事
件
以
外
に
は
強
制
処
分
権
を
許
さ
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
自
由
と
勾
留
判

事
の
事
前
審
査
下
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
強
制
処
分
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
・
そ
う
で
あ
れ
ば
、

警
察
、
検
察
に
強
制
処
分
権
を
認
め
る
わ
が
国
の
刑
事
手
続
に
近
づ
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事

手
続
に
お
い
て
の
特
色
で
あ
っ
た
警
察
・
検
察
・
予
審
判
事
の
役
割
に
明
確
な
線
引
き
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
・

自
由
と
勾
留
判
事
が
捜
査
の
監
視
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
等
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
手
続
の
動
向
を
み
て
い
き
た
い
と
思

乃
条
か
ら
の
わ
ず
か
４
条
文
で
始
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
予
備
捜
査
が
必
要
性
の
名
の
下
に
、
肥
大
し
て
い
っ
た
様
な
感
じ
も
も
た
ざ

る
を
え
な
い
が
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
自
由
と
勾
留
判
事
の
事
前
審
査
の
下
で
の
「
令
状
に
よ
る
」
強
制
処
分
を
法
定
化
し
た
も
の
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
。
任
意
処
分
を
法
定
化
し
、
強
制
力
の
行
使
を
捜
査
官
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
わ
が
国
で
用

い
ら
れ
る
任
意
処
分
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
。
今
後
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
の
か
、
判
例
な
ど
を
通
じ
、
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と

む
す
び
に
か
え
て
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